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1 名称及び代表者
株式会社 プラントフード・ニシムラ
代表取締役 西村 和成

2 所在地
〒437-0006
静岡県袋井市大谷1243番地の8
TEL 0538-48-6626
FAX 0538-49-1888

3 会社履歴
設立
資本金
事業年度

4 環境管理責任者及び担当者
環境管理責任者  戸塚 浩太
環境推進担当者  高橋 梓
連絡先      TEL 0538-48-6626
         E-mail kouta-t@plantfood-n.co.jp

5 事業の概要

6 事業規模
規模/年度 2019年度 2020年度 2021年度

売上高（万円） 11,125 10,848 11,164
従業員数（人） 14 15 16
床面積（㎡） 4,699 4,699 4,699

7 受託した廃棄物量実績

2021年度4月～3月実績
一般廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物

収集運搬量(ｔ) 収集運搬量(ｔ) 受け入れ量(ｔ) 中間処理量(ｔ)
汚泥 3,214.50 4,237.20 7,451.70
動植物性残渣 89.40 91.8 181.20
廃プラスチック 12.90 0.00 12.90
可燃ごみ ー

運用期間2022年4月～6月実績
一般廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物

収集運搬量(ｔ) 収集運搬量(ｔ) 受け入れ量(ｔ) 中間処理量(ｔ)
汚泥 413.68 885.18 1,298.86
動植物性残渣 93.62 1.15 94.77
廃プラスチック 3.30 0.00 3.30
可燃ごみ ー

廃棄物種類等

肥料製造販売、産業廃棄物収集運搬・中間処理、農産物生産販売

Ⅰ. 組織の概要

4月1日～3月31日

平成5年4月1日
1,000万円

廃棄物種類等

ー１－



8 レポートの運用期間及び発行日
運用期間
発行日

9
対象活動
対象組織

10 廃棄物の許認可内容

森住環許可

第4号

袋井市一廃許可

第7号

＜備考＞
※1 廃プラスチック類(石綿含有廃棄物を除き、水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製
品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有廃棄物を除き、水銀使用
製品産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有廃棄物を除く)、汚泥、廃油、紙屑、木屑、繊維屑、動植物性
※2 中間処分、破砕処分ー廃プラスチック類、肥料処分ー汚泥・廃油・動植物性残渣・動物性固形不要
物・動物のふん尿、圧縮梱包処分ー廃プラスチック類
※3 積替え・保管を除く、汚泥(水銀含有ばいじん等を除く)、廃油・廃プラスチック類(自動車等破砕物
及び石綿含有廃棄物を除く)、動植物性残渣、以上4品目(水銀使用製品廃棄物を除く)

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

(厨芥類・木屑・紙屑・布類)

事業系一般廃棄物

※4

事業系一般廃棄物

(厨芥類・木屑・紙屑・布類)

有効期限 許可品目

※1

※2

※3

令和5年12月6日

令和5年12月6日

令和5年1月29日

※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された一般廃棄物のうち、し尿・浄化槽を除く

令和6年3月31日袋井市長

静岡県知事

愛知県知事

磐田市長

森町長

第02221011064号

第02300011064号

第20-01-017号
一般廃棄物処理業
(収集運搬)

一般廃棄物処理業
(収集運搬)

一般廃棄物収集運
搬業

令和6年3月31日

令和6年3月31日

平成30年12月7日

取得年月日

平成30年12月7日
産業廃棄物収集運
搬業

産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業

事業区分 許可者 許可番号

静岡県知事 第02201011064号

平成30年3月8日

2022年7月25日
2022年4月1日～2022年6月30日

肥料製造販売、産業廃棄物収集運搬・中間処理、農産物生産販売
本社・処理工場、圃場(湊)、圃場(大谷)

対象範囲(認証・登録範囲)
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11 保有設備
①産業廃棄物許可車両

②一般廃棄物許可車両 2ｔダンプ 1台
③混合場 面積 34.8㎡ 容量 49.5
④1次発酵槽 容量 468.9㎥
⑤2次発酵槽 容量 318.0㎥
⑥3次発酵槽 容量 208.0㎥
⑦破砕施設 3.46ｔ/日 8時間
⑧圧縮梱包施設 1.44ｔ/日 8時間

12 処理フロー

排出事業者

汚泥 混合
廃棄物(75％)

動植物性残渣 もみがら(25%)

廃プラスチック 破砕・圧縮

一般廃棄物

13 組織図

営業部 生産・運搬部

本部長

代表取締役

処理施設

処理施設

3次発酵

事務

肥料会社

農家

農業部

汚泥・残渣

廃プラスチック

8ｔダンプ 1台・4ｔダンプ 1台・2ｔダンプ 2台・8ｔアー
ムロール車 2台・6ｔ平ボディ 1台

   1次～
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作成日  2022年 4月 1日

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

  Ⅱ. 実 施 体 制

【環境管理組織における機能】

  経営責任者

環境管理責任者

  エコアクション21事務局

エコアクション21
事務局

高橋 梓

環境経営全般に対しての責任と権限

環境経営方針の作成と社員への周知

環境管理責任者の任命

経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

全体の評価と見直し

効率的な実施体制の構築と全従業員への周知

環境経営活動の推進

環境経営目標及び環境経営計画の作成

西村 和成守屋 稔

各部門

経営者への進捗報告

各部門のデータのまとめ

環境経営計画の実績管理

環境管理責任者補佐

環境関連法規制等最新版管理

文書・記録の管理

環境経営計画の実施

月別部門データの集計

問題点の把握と是正の実施

従業員教育

西村 友裕 高橋 梓

戸塚 浩太

生産・運搬部営業部 農業部 事務

環境管理責任者

作成者  戸塚 浩太

経営責任者
代表取締役
西村 和成

－４－



1 二酸化炭素排出量の削減に取り組みます。
① 電気使用量の削減
② 化石燃料使用量の削減

2 節水活動による水使用量の削減に取り組みます。

3 廃棄物排出量の削減に取り組みます。

4 受託した廃棄物(産業・一般)を適正に処理します。

5 環境関連の法規制を遵守します。

6 環境経営を継続的に改善します。

制定日 2022年３月1日

代表取締役 西村和成
株式会社プラントフード・ニシムラ

Ⅲ. 環境経営方針

 肥料製造販売業、産業廃棄物収集運搬業・処分業及び一般廃棄物収集運搬業を通じて
廃棄物処理の適正化及び資源循環型社会の構築を目指し、さらには環境への負荷の低
減・環境保全活動の基に、企業活動を営んでいく事を当社の重要な使命とし、社会貢献
していきます。

【環境経営理念】

【基本方針】

 この環境経営方針を全従業員に周知し、環境負荷低減活動を実践して、地域に貢献し
ていきます。

－５－



１． 運用期間(2022年4月～2022年6月)

基準期間
2021年4月

～
2021年6月

基準値
kgーCO2 77,706

kwh 20,253
ℓ 1,385
ℓ 10,448
ℓ 80
kg 12,903
㎥ 1,056
kg 6,920
kg

＜備考＞

※購入電力の二酸化炭素排出係数は中部電力の調整後排出係数の0.426(kg-CO2/kwh)を使用しています。

２． 中長期の環境目標

基準期間
2021年度 2024年度
2021年4月 2024年4月

～ ～
2022年3月 2025年3月

基準値 目標削減率
kgーCO2 328,279 -3%

kwh 77,118 -3%
ℓ 6,383 -3%
ℓ 44,608 -3%
ℓ 660 -3%
kg 54,628 -3%

㎥ 4,181 -3%

kg 25,730 -3%

kg ー

＜備考＞

※購入電力の二酸化炭素排出係数は中部電力の調整後排出係数の0.426(kg-CO2/kwh)を使用しています。

-2%

-2%

-2%産業廃棄物排出量

一般廃棄物排出量

LPガス

水使用量

-1%

-1%

-1%

現状把握 2022年度の実績に基づき設定

灯油

電気使用量

化石燃
料

ガソリン
軽油

産業廃棄物排出量
一般廃棄物排出量

2022年度 2023年度
2022年4月

-1% 6,851
現状把握

自社における
環境配慮の取
組

受託した産業
廃棄物の適正
処理

実施する様に努める実施した

二酸化炭素排出量

項目 単位

目標年度

目標削減率 目標削減率

～
2023年3月

2023年4月
～

2024年3月

LPガス
水使用量

-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%

化石燃
料

ガソリン
軽油
灯油

二酸化炭素排出量
電気使用量

項目 単位

運用期間

目標削減率
-1%

2022年4月
～

2022年6月
目標値
76,929
20,050

-2%
-2%
-2%

-1%
-1%

実施する様に努める

Ⅳ. 環境経営目標

自社における
環境配慮の取
組

受託した産業
廃棄物の適正
処理

実施した

1,371
10,344

79

990
12,775

-1%
-1%
-1%

-2%
-2%

ー６－



1

① 守屋 稔

② 守屋 稔

③ 守屋 稔

④ 守屋 稔

⑤ 高橋 梓

⑥ 高橋 梓

⑦ 高橋 梓

⑧ 戸塚 浩太

2

① 戸塚 浩太

② 戸塚 浩太

③ 戸塚 浩太

3

① 西村 和成

② 高橋 梓

③ 高橋 梓

4

① 西村 和成

② 守屋 稔

ダンボールのリサイクル

コピー用紙の両面使用

廃棄物の分別

収集運搬時の飛散防止

受託した産業廃棄物の適正処理

自社における環境配慮の取組

廃棄物排出量の削減

外出・終業時の消灯の徹底

空調の適温化(冷房28℃/暖房
20℃)

退社時のパソコン・プリンター
の電源ＯＦＦ

節電シールの表示

洗車時の節水

水使用量の削減

Ⅴ. 環境経営計画と取組内容

二酸化炭素排出量の削減

不要なアイドリングストップ

急発進・急加速防止等のエコド
ライブの徹底

5月 6月

環境経営計画と取組内容 責任者 スケジュール

4月

月1回点検

エンジンブレーキの積極的使用

タイヤ空気圧調整の適正化

水漏れ点検の実施

節水シールの表示

4月

月1回点検

5月 6月

設置

設置 ー ー

ー ー

6月

6月

5月

4月 5月

4月

月1回点検

－７－



目標 実施
削減率 削減率

kg-CO2 -1% 76,929 71,833 -7.6% 〇

kwh -1% 20,050 17,452 -13.8% 〇

ℓ -1% 1,371 1,031 -25.5% 〇

ℓ -1% 10,344 9,118 -12.7% 〇

ℓ -1% 79 80 0.0% △

kg -1% 12,774 12,761 -1.1% 〇

㎥ -1% 1,045 1,029 -2.6% 〇

kg -1% 6,851 6,630 -4.2% 〇

kg ー 現状把握 270 ー 〇

＜備考＞
1. 評価判定⮕〇出来た  △ほぼ達成  ✖出来なかった
2. 実績削減率＝(実績値ー基準値)÷基準値×100

実施値

2022年4月
～

2022年6月

Ⅵ. 環境経営目標の実績
作成：2022年7月22日

二酸化炭素排出量

電気使用量

ガソリン

化石燃料

評価

項目 単位

基準期間
2021年4月

～
2021年6月

基準値

運用期間

目標値

水使用量

産業廃棄物排出量

一般廃棄物排出量

灯油

77,706

20,253

1,385

10,448

80

1,056

6,920

ー

12,903

軽油

ＬＰガス

全ての取組項
目

3. 購入電力の二酸化炭素排出係数は中部電力の調整後排出係数の0.426(kg-CO2/kwh)を使用し
ています。

評価
全ての取組項目において、ほぼ目標を達成できた。これは、社
員一同がエコアクション21を取り組みに際して積極的に協力して
くれた成果と捉えている。

自社におけ
る環境配慮
の取組

受託した
産業廃棄
物の適正
処理

実施す
る様に
努める

○実施した
実施し
た

－８－



実施
期間

1 評価 コメント

① 守屋稔 通年 〇 従業員の意識徹底

② 守屋稔 通年 〇 従業員の意識徹底

③ 守屋稔 通年 〇 従業員の意識徹底

④ 守屋稔 通年 〇 月1回の点検実施

⑤ 高橋梓 通年 〇 従業員の意識徹底

⑥ 高橋梓 夏冬 〇 従業員の意識徹底

⑦ 高橋梓 通年 〇 従業員の意識徹底

⑧ 戸塚浩太 通年 〇 ＯＫ

2 評価 コメント

① 戸塚浩太 通年 〇 業者にも周知徹底

② 戸塚浩太 通年 〇 月1回の点検実施

③ 戸塚浩太 通年 〇 ＯＫ

3 評価 コメント

① 西村和成 通年 〇 継続

② 高橋梓 通年 〇 従業員の意識徹底

③ 高橋梓 通年 〇 従業員の意識徹底

4 評価 コメント

①受託した産業廃棄物の適正処理 西村和成 通年 〇 継続

②収集運搬時の飛散防止 守屋稔 通年 〇 継続

＜備考＞
＊ 評価判定⮕〇出来た  △不十分  ✖出来なかった

廃棄物の分別

廃棄物排出量の削減

自社における環境配慮の取組

外出・終業時の消灯の徹底

空調の適温化(冷房28℃/暖房
20℃)
退社時のパソコン・プリンター
の電源ＯＦＦ

節電シールの表示

水使用量の削減

洗車時の節水

水漏れ点検の実施

節水シールの表示

ダンボールのリサイクル

コピー用紙の両面使用

二酸化炭素排出量の削減

不要なアイドリングストップ

急発進・急加速防止等のエコド
ライブの徹底

エンジンブレーキの積極的使用

タイヤ空気圧調整の適正化

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

内容

内容

内容

完了

継続実施

継続実施

継続実施

環境経営計画と取組内容 責任者 今年度の評価 次年度の取組

Ⅶ. 環境経営計画の結果と評価及び次年度の環境経営計画

内容

継続実施

完了

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

－９－



1.環境関連法規の遵守状況

 当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

条項
遵守
評価

第6条の2第6項 〇

第12条第2項 〇

第12条第2項 〇

第12条第5項 〇

第12条の2第8項 〇

第12条の3第1項 〇

第12条の3第2、6項 〇

第12条の3第6項 〇

第12条の3第7項 〇

第8条 〇

第12条第5項 〇

第12条の3第3項 〇

第12条の3第9項 〇

第14条第2項 〇

第14条第12項
(第12条第1項)

〇

第14条第12項
(第12条第1項)

〇

第14条第17項 〇

第14条の2第3項 〇

第12条第5項 〇
第12条の3第4項 〇
第12条の3第5項 〇

第12条の3第10項 〇

第12条の3第1項 〇

第12条の3第2、6項 〇

第12条の3第6項 〇

第12条の3第7項 〇

第12条の3第8項
該当な
し

第14条第7項 〇
第14条第12項
(第12条第1項)

〇

第14条第17項 〇

第14条の2第3項 〇

Ⅷ. 環境関連法規等の遵守状況及び違反・訴訟などの有無

法律名 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応

評価日 2022年7月22日

評価者 戸塚 浩太

廃棄物処理法(廃棄物の処理
及び清掃に関する法律)【自
らが排出事業者(事務所等又
は元請現場)となるもの】

市町のルールに従った分別と搬出及び業者委託 業者委託時は許可書確認(契約書作成が望ましい)

廃棄物の悪臭・飛散・地下浸透防止

産業廃棄物保管場所への掲示板の設置

産業廃棄物運搬業者並びに処分業者との委託契約

特別管理産業廃棄物管理責任者の選出

マニュフェストの交付

マニュフェストの保管

Ｂ2及びＤ票：90日以内、Ｅ票：180日以内

6月30日までに許可権者に報告(電子マニ分は猶予)

保管場所での環境被害防止

掲示板設置(60cm×60cm以上の大きさ)

契約書の締結及び保存

マニュフェストの期間内返却の確認

産業廃棄物管理票交付等状況報告

有資格者を選出(特管排出事業者のみ)

Ａ票(委託時、電子マニは3日以内)

Ａ票～Ｅ票：5年間

〇

廃棄物処理法(廃棄物の処理
及び清掃に関する法律)
収集運搬業者(委託に基づく
運搬業務)となるもの

委託者と収集運搬契約

委託者へのマニュフェスト返却

委託者からのマニュフェスト保管

収集運搬業許可の許可期限の確認

処理基準の遵守(廃棄物の悪臭・飛散防止等)

収集運搬車両への表示

帳簿の備え付け及び5年間の保存

変更届の提出

静岡県産業廃棄物の適正な処
理に関する条例【静岡市・浜
松市以外の排出業者(事務所
等又は元請現場)となるも
の】

産業廃棄物管理責任者の設置 資格は問わない

第10条 実地確認の実施と記録保存
処分委託先の年1回の実地確認と記録作成5年間保存(委託
先が優良認定業者である時は免除)

業務年月日、排出者名、管理票番号、数量、運搬先等を
記載した帳簿

役員、車両等に変更があった時(10日以内)

契約書の締結及び保存

Ｂ2票を業務終了から10日以内に返却

Ｂ1票及びＣ2票を5年間保存

許可期限前に更新手続き

車両荷台にシートで覆う等

産業廃棄物収集運搬車・名称・統一番号を車両両側面へ
表示

第22条 前年度における収集運搬実績の報告 6月30日までに知事に報告(電子マニ分も含む) 〇

静岡県廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行細則【収集
運搬業者(委託に基づく運搬
業務)となるもの】

廃棄物処理法(廃棄物の処理
及び清掃に関する法律)
処分業者(委託に基づく処分
業務)となるもの

委託者と処分契約
委託者へのマニュフェスト返却
委託者へのマニュフェスト返却(Ｅ票)

委託者からのマニュフェスト保管

2次マニュフェストの交付(中間処分後廃棄物の持出
がある時)

2次マニュフェストの保管(中間処分後廃棄物の持出
がある時)
2次マニュフェストの期間内返却の確認(中間処分後
廃棄物の持出がある時)

産業廃棄物管理票交付等状況報告

産業廃棄物管理票の期間内未返却時の許可権者への
報告
処分業許可の許可期限の確認

処理基準の遵守(騒音・粉じん・悪臭防止等)

帳簿の備え付け及び5年間の保存
業務年月日、排出者名、管理票番号、処分方法毎の数
量、処分後物の持出先毎の数量を記載した帳簿

役員、処理施設等に変更があった時(10日以内)変更届の提出

契約書の締結及び保存
Ｃ2票、Ｄ票を処分終了から10日以内に返却
Ｅ票を最終処分終了確認日から10日以内に返却

Ｃ1票を5年間保存

Ａ票(委託時、電子マニは3日以内)

A票～Ｅ票：5年間

Ｂ2及びＤ票：90日以内、Ｅ票：180日以内

6月30日までに許可権者に報告(電子マニ分は猶予)

返却期間終了後30日以内に許可権者に報告

許可期限前に更新手続き

処分施設からの環境影響防止
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条項
遵守
評価

第10条 〇

第17条第1項 〇

第5条 〇

第10条 〇

第5条 〇

第7条 〇

第11条 〇

第6条 該当なし

第8条 該当なし

第73条 〇

第55条 〇

第70条 〇

第74条 〇

第47条の2 〇

第9条の4 〇

第41条 該当なし

第52条 〇

第53条 〇

第55条 該当なし

第79条 〇

第80条 〇

第82条 該当なし

第4条 該当なし

2.違反、訴訟等の有無
 関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟や苦情は過去3年間ありませんでした。

リサイクル法(資源の有効な利用
の促進に関する法律)

指定再資源化製品のリサイクルへの協力(適正廃棄) パソコン・小型2次電池等の廃棄時

〇

静岡県生活環境の保全等に関す
る条例

騒音基準の遵守義務

騒音特定施設の届出

騒音特定施設の変更等の届出

振動基準の遵守義務

振動特定施設の届出

振動特定施設の変更等の届出

空気圧縮機(原動機の定格出力が5.5kw，2
台)

空気圧縮機(原動機の定格出力が5.5kw，2
台)

フロン排出抑制法
(フロン類の使用の合理化及び管
理の適正化に関する法律)

第16条

冷凍空調機器：全ての第1種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(3ヶ月に1回以上)」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定
期点検」
②空調機(50kw以上)1年に1回以上
③空調機(7.5kw∼50kw未満)3年に1回以上
④冷凍冷蔵機器(7.5kw以上)1年に1回以上

第1種特定製品廃棄等実施者の引渡し義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン
類の引渡し義務

①企業・法人の管理者が確認
②、③、④有資格者による定期点検実施

道路交通法

乗車又は積載の方法

安全運転の義務

車両等の使用者の義務

設備された以外の乗車又は積載の禁止

日常点検整備及び定期点検整備
日常点検整備
定期点検整備(3ヶ月点検整備、6ヵ月点検整
備、1年点検整備)

消防法 指定可燃物の届出 紙屑、プラスチック類

悪臭防止法

静岡県産業廃棄物の適正な処理
に関する条例【静岡市・浜松市
以外の処分業者(委託に基づく処
分業務)となるもの】

2次マニュフェスト処分先実地確認の実施と記録保
存

前年度における処分実績の報告

処分委託先の年1回の実地確認と記録作成5
年間保存           (委託先が
優良認定業者である時は免除)

6月30日までに許可権者に報告(電子マニ分
も含む)

リサイクル料金の支払い(廃車時)

浄化槽法

浄化槽の保守点検及び清掃の実施

浄化槽の使用開始報告書の提出

設置後の水質検査の実施

指定検査機関による水質に関する検査の実施

保守点検及び定期清掃の実施

使用開始から30日以内に県知事へ提出

設置3ヶ月経過した日から5ヶ月の間

法律名 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応

規制基準値の遵守

法定検査の実施(1回/年)

危害を及ぼさないような速度と方法で運転

交通法規の尊守

道路運送車両法

家電リサイクル法(特定家庭用機
器再商品化法)

特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等へ
の適切な引渡し、料金の支払い

指定家電廃棄時のリサイクル料金の支払い

自動車リサイクル法(使用済自動
車の再資源化等に関する法律)

使用済自動車の引渡義務

使用済自動車の引取り業者への引き渡し
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確認

1 ☑

2 ☑

3 ☑

4 ☑

5 ☑

6 ☑

7 ☑

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

2022年7月25日

代表取締役 西村和成

１．見直し関連情報

 環境経営目標に対し社員全員が意識をした結果、目標をほぼ達成することができた。ただ灯油の使用
量の削減ができていないので目標達成することが課題。今後は中長期でも達成できるよう引き続き目標
を意識してほしい。
 この業種は、法律を遵守することが絶対なので違反することがないように努める。また近隣住民や客
先から苦情をもらわないように、外部に対しても細心の注意を払わなければいけないことを、再度全社
員に徹底させる。問題点がある場合、早急に是正処置を行い、問題が起こりそうな場所、事案について
は予防措置を直ちにとるようにすることを指示をした。

エコアクション21文書

法律を遵守しなければいけない業種なので
違反があってはならない
クレーム等なし、外部に対して意識を
高くすること

作成：2022年7月25日
項目

株式会社プラントフード・ニシムラ

２．代表者による全体評価・見直し指示

Ⅸ. 代表者による全体の評価と見直し及び指示

取引先・業界・関係行政機関、そ
の他の外部同行者

外部コミュニケーション・対応記
録

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取組実施状況

環境関連法規要求一覧及び遵守状
況

問題点の是正・予防措置の実施状
況

関係良好なので維持していく

評価・コメント
非常にわかりやすくまとめてあり、良い
目標に対してほぼクリアしているので、
次年度も継続していく
社員一丸となって取組めている。
今後も継続実施すること

問題が起こってからでは遅いので予防に努める

環境経営計画

実施体制

マネジメントシステム要素

外部への対応

環境経営方針

環境経営目標

見直し項目 有の場合の指示事項等
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